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R5.12.26　用語集

				　■ 用語解説リスト　　※本リストは『建築関連資料集　事業計画申請用（令和5年11月28日版）』に追補・調整したものです ヨウゴ カイセツ ホン ケンチク カンレン シリョウ シュウ ジギョウ ケイカク シンセイ ヨウ レイワ ネン ガツ ニチ バン ツイホ チョウセイ

		◎〇－		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		◎		屋外遊戯場、屋上遊戯場とは		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育所として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン

		◎		建築基準法とは		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		◎		避難経路とは		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		◎		二方向避難とは		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		◎		動線とは		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		◎		共用廊下とは		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		◎		防火区画とは		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

				１１４条区画とは ジョウ クカク		１１４条区画とは防火区画の一つで、火炎が拡大しないように、又避難経路を確保するために重要となる「防火上主要な間仕切り壁」を設けなければなりません。 ジョウ クカク ボウカ クカク ヒト カエン カクダイ マタ モウ

				防火上主要な間仕切り壁とは ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。

		〇		居室とは キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		◎		採光とは		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		◎		排煙とは		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		◎		換気とは		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		◎		医務室とは		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		◎		ベビーフェンス、柵とは		ベビーフェンスとは一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多く、柵は造作された縦格子状のものとして固定式されているものです。 イッパンテキ アンゼン キジュン キセイヒン サ オオ サク ゾウサク タテゴウシ ジョウ コテイシキ

				間仕切りとは マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		◎		可動間仕切りとは カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ

				壁芯面積（かべしんめんせき）・内法面積（うちのりめんせき）とは カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		◎		算定図（有効面積算定図・申請面積算定図）とは
 ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育園として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ ホイクエン シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ

		◎		建築士・設計士、施工者・施工業者
とは　 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ

		◎		着工とは		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

				増築とは ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

				増床とは ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

				移転とは イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

				部屋の用途とは ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば保育室なら児童の育成を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には建築法令・基準に触れる場合があるので注意が必要です。 ヘヤ ヨウト ヘヤ ツカ カタ シメ タト ホイクシツ ジドウ イクセイ オコナ ヘヤ ジムシツ ジム サギョウ オコナ ヘヤ ソウコ ブッピン ホカン ヘヤ ヘヤ ヨウト カ バアイ ケンチク ホウレイ キジュン フ バアイ チュウイ ヒツヨウ

				用途変更とは ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

				保育に供する室とは ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「講堂」「食堂」「午睡室」など保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋になります。なお、預かり中に体調不良になった児童が待機する「医務室」は、一時的な利用になるので保育に供する室とは扱いません。 ホイク キョウ シツ グタイテキ ホイクシツ オクナイ ユウギジョウ コウドウ ショクドウ ゴスイ シツ ホイク ウンエイ ジョウ ニチジョウ テキ ケイゾク テキ ジドウ リヨウ タイザイ モクテキ ヘヤ アズ チュウ タイチョウ タイキ イムシツ イチジ テキ リヨウ ホイク キョウ シツ アツカ

				収容人員とは シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、又は居住する者の数」(消防法施行令1条の２第３項)とされ、保育所では児童と保育士及びスタッフなどの想定人数となります。その人数により消防設備、避難・救助の考え、防火管理者などの要件が関係します。 イン タテモノ ホイクショ ジドウ ホイクシ オヨ ソウテイ ニンズウ ニンズウ ヒナン キュウジョ カンガ ボウカカンリシャ ヨウケン カンケイ
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R5整備費時用語集

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場とは		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則です。広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは保育所の建物上、屋上を屋外遊戯場として利用したものです。（地上に利用可能な場所がない場合に限り、屋上を屋外遊戯場として利用することも可能です。ただし、満たすべき条件があります。） オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ タテモノ ウエ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ミ ジョウケン

		建築基準法とは		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。
基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ リャク バアイ

		壁芯面積（かべしんめんせき）・内法面積（うちのりめんせき）とは カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る為に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ タメ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		避難経路・避難扉・避難階段・
避難口とは トビラ カイダン ヒナン グチ		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の外まで及び建物の避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ソト オヨ タテモノ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難とは		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		動線とは		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路を線であらわしたもの。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線。）

		共用廊下とは		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。普通、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ フツウ ホイクエン

		防火区画とは		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画とは ジョウ クカク		１１４条区画とは火災時に火災が拡大しないように、又避難経路を確保するために重要となる『防火上主要な間仕切り壁』のこと。 ジョウ クカク カサイ カクダイ マタ

		居室とは キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		採光とは		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		排煙とは		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		換気とは		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		医務室とは		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		ベビーフェンス、柵、腰壁とは		ベビーフェンスとは一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多く、柵は造作された縦格子状のものとして固定式されているものです。腰壁とは大人の腰高程度までの造作固定された壁。 イッパンテキ アンゼン キジュン キセイヒン サ オオ サク ゾウサク タテゴウシ ジョウ コテイシキ コシカベ オトナ コシ タカ テイド ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切りとは カドウ マジキ		複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉。仕切った状態では壁のように見えるが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多い。 フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ

		算定図（有効面積算定図・申請面積算定図）とは
 ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育園として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。
算定図には計算式（算定）も記載されています。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ ホイクエン シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ サンテイ キサイ

		建築士・設計士、施工者・施工業者
とは　 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ

		着工とは		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		増築とは ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		増床とは ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		移転とは イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

		部屋の用途とは ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば保育室・事務室・休憩室・調理室・倉庫・トイレなどです。部屋の用途を変える場合には注意が必要です。 ヘヤ ヨウト ヘヤ ツカ カタ シメ タト ホイクシツ ジムシツ キュウケイシツ チョウリシツ ソウコ ヘヤ ヨウト カ バアイ チュウイ ヒツヨウ

		用途変更とは ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ
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R6事計時用語集

		　■ 用語解説リスト　　※本リストは『建築関連資料集　事業計画申請用（令和5年11月28日版）』に追補・調整したものです ヨウゴ カイセツ ホン ケンチク カンレン シリョウ シュウ ジギョウ ケイカク シンセイ ヨウ レイワ ネン ガツ ニチ バン ツイホ チョウセイ

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場とは		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育所として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン

		建築基準法とは		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		避難経路とは		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難とは		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		動線とは		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		共用廊下とは		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		防火区画とは		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画とは ジョウ クカク		１１４条区画とは防火区画の一つで、火炎が拡大しないように、又避難経路を確保するために重要となる「防火上主要な間仕切り壁」を設けなければなりません。 ジョウ クカク ボウカ クカク ヒト カエン カクダイ マタ モウ

		防火上主要な間仕切り壁とは ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。

		居室とは キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		採光とは		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		排煙とは		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		換気とは		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		医務室とは		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		ベビーフェンス、柵とは		ベビーフェンスとは一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多く、柵は造作された縦格子状のものとして固定式されているものです。 イッパンテキ アンゼン キジュン キセイヒン サ オオ サク ゾウサク タテゴウシ ジョウ コテイシキ

		間仕切りとは マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切りとは カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ

		壁芯面積（かべしんめんせき）・内法面積（うちのりめんせき）とは カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		算定図（有効面積算定図・申請面積算定図）とは
 ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育園として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ ホイクエン シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ

		建築士・設計士、施工者・施工業者
とは　 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ

		着工とは		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		増築とは ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		増床とは ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		移転とは イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

		部屋の用途とは ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば保育室なら児童の育成を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には建築法令・基準に触れる場合があるので注意が必要です。 ヘヤ ヨウト ヘヤ ツカ カタ シメ タト ホイクシツ ジドウ イクセイ オコナ ヘヤ ジムシツ ジム サギョウ オコナ ヘヤ ソウコ ブッピン ホカン ヘヤ ヘヤ ヨウト カ バアイ ケンチク ホウレイ キジュン フ バアイ チュウイ ヒツヨウ

		用途変更とは ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		保育に供する室とは ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「講堂」「食堂」「午睡室」など保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋になります。なお、預かり中に体調不良になった児童が待機する「医務室」は、一時的な利用になるので保育に供する室とは扱いません。 ホイク キョウ シツ グタイテキ ホイクシツ オクナイ ユウギジョウ コウドウ ショクドウ ゴスイ シツ ホイク ウンエイ ジョウ ニチジョウ テキ ケイゾク テキ ジドウ リヨウ タイザイ モクテキ ヘヤ アズ チュウ タイチョウ タイキ イムシツ イチジ テキ リヨウ ホイク キョウ シツ アツカ

		収容人員とは シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、又は居住する者の数」(消防法施行令1条の２第３項)とされ、保育所では児童と保育士及びスタッフなどの想定人数となります。その人数により消防設備、避難・救助の考え、防火管理者などの要件が関係します。 イン タテモノ ホイクショ ジドウ ホイクシ オヨ ソウテイ ニンズウ ニンズウ ヒナン キュウジョ カンガ ボウカカンリシャ ヨウケン カンケイ
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		　■ 用語解説リスト　　 ヨウゴ カイセツ				R５1128からの
変更内容 ヘンコウ ナイヨウ

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		建築基準法とは		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場とは		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育所として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		避難経路とは		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難とは		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		動線とは		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		共用廊下とは		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		防火区画とは		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画とは ジョウ クカク		114条区画とは、建築基準法施行令第114条に規定される「防火上主要な間仕切り壁」のことを指します。この規定は、特定の用途の建築物において、火災時の避難経路確保と延焼防止のために設けられる重要な間仕切り壁に関するものです		変更あるが打診不要

		防火上主要な間仕切り壁とは ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。		追加 ツイカ

		居室とは キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		採光とは		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		排煙とは		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		換気とは		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		医務室とは		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		ベビーフェンス、柵、腰壁とは		ベビーフェンスとは、一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多いです。一方、柵は造作された縦格子状のもので、固定されているものを指します。腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 ユカ		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		間仕切りとは マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切りとは カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ		追加 ツイカ

		壁芯面積（かべしんめんせき）・内法面積（うちのりめんせき）とは カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		算定図（有効面積算定図・申請面積算定図）とは
 ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育所として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		建築士・設計士、施工者・施工業者
とは　 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ

		着工とは		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		増築とは ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		増床とは ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		移転とは イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

		部屋の用途とは ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		用途変更とは ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		保育に供する室とは ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「講堂」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。なお、預かり中に体調不良となった児童が一時的に待機する「医務室」は、保育に供する室としては扱いません。		追加 ツイカ

		収容人員とは シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項）と定義されます。保育所においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。		追加 ツイカ
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0903原本@R7事計時用語集

		　■ 用語解説リスト　　 ヨウゴ カイセツ				R５1128からの
変更内容 ヘンコウ ナイヨウ

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		建築基準法		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		居室 キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		動線		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		共用廊下		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		間仕切り マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切り カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ		追加 ツイカ

		ベビーフェンス、柵、腰壁		ベビーフェンスとは、一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多いです。一方、柵は造作された縦格子状のもので、固定されているものを指します。腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 ユカ		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		壁芯面積（かべしんめんせき）、内法面積（うちのりめんせき） カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育所として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		保育に供する室 ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「講堂」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。なお、預かり中に体調不良となった児童が一時的に待機する「医務室」は、保育に供する室としては扱いません。		追加 ツイカ

		医務室		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		避難経路		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		防火区画		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画 ジョウ クカク		114条区画とは、建築基準法施行令第114条に規定される「防火上主要な間仕切り壁」のことを指します。この規定は、特定の用途の建築物において、火災時の避難経路確保と延焼防止のために設けられる重要な間仕切り壁に関するものです		変更あるが打診不要

		防火上主要な間仕切り壁 ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。		追加 ツイカ

		採光		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		換気		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		排煙		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育所として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項）と定義されます。保育所においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。		追加 ツイカ

		建築士・設計士、施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		R５1128からの
変更内容

		建築基準法		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		居室 キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号に定義）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ テイギ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		動線		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		共用廊下		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		間仕切り マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切り カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ		追加 ツイカ

		ベビーフェンス、柵、腰壁		ベビーフェンスとは、一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多いです。一方、柵は造作された縦格子状のもので、固定されているものを指します。腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 ユカ		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		壁芯面積（かべしんめんせき）、内法面積（うちのりめんせき） カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育施設として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		保育に供する室 ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。なお、預かり中に体調不良となった児童が一時的に待機する「医務室」は、保育に供する室としては扱いません。		追加 ツイカ

		医務室		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		避難経路		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		防火区画		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法に規定された区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画 ジョウ クカク		114条区画とは、建築基準法に規定される「防火上主要な間仕切り壁」のことを指します。この規定は、特定の用途の建築物において、火災時の避難経路確保と延焼防止のために設けられる重要な間仕切り壁に関するものです		変更あるが打診不要

		防火上主要な間仕切り壁 ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。		追加 ツイカ

		採光		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		換気		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		排煙		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。増築の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ゾウチク ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		変更あるが打診不要

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		変更あるが打診不要

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項に定義）されています。保育施設においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。 テイギ シセツ		追加 ツイカ

		建築士・設計士、施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ





&"BIZ UDPゴシック,標準"&14④ 用語解説リスト		




0909原本@R7事計時用語集分割 

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		R５1128からの
変更内容

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項に定義）されています。保育施設においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。 テイギ シセツ		追加 ツイカ

		建築士・設計士、施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ





&"BIZ UDPゴシック,標準"&14④ 用語解説リスト		




0909原本@R7事計時用語集　通し (2)　俵山

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		解説（俵山0912） カイセツ タワラヤマ		俵山0912 タワラヤマ		R５1128からの
変更内容

		建築基準法		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		居室 キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号に定義）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ テイギ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 保育園における居室には「保育室」「遊戯室」「事務室」「調理室」などが該当し、居室として建築基準法令が適用されます。一方、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室には該当しませんが、同一室内にある場合等には居室扱いされ、上記同様に法令が適用されます。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ガイトウ キョシツ ケンチクキジュン ホウレイ テキヨウ イッポウ ソウコ ガイトウ ドウイツシツ ナイ バアイ ナド キョシツ アツカ ジョウキドウヨウ ホウレイ テキヨウ				変更あるが打診不要

		動線		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）		動線とは、建物の中を人が動く時に通る経路のことです。
尚、動線を記載する際の線（人や物が移動する経路を示した線）を指す場合もあります。 ナオ キサイ サイ セン ケイロ サ バアイ				変更あるが打診不要

		共用廊下		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ		通常以降削除 ツウジョウイコウ サクジョ		変更あるが打診不要

		間仕切り マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ		削除したいです。※解釈が色々あるため
何処からこの用語の説明が必要になったかわかりませんが、削除しない場合：用語側を　間仕切り（○○助成上）/　間仕切り壁　等と変更し、　解説を作って頂きたいです。 サクジョ カイシャク イロイロ ドコ ヨウゴ セツメイ ヒツヨウ サクジョ バアイ ヨウゴガワ ジョセイ ジョウ マジキ カベ ナド ヘンコウ カイセツ ツク イタダ		無くしたい ナ		削除 サクジョ

		可動間仕切り カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ		不要では？？ フヨウ		変な可動間仕切り対策として、無くしたい。
なぜ追加？？だったのか？
勿論、必要なら入れてください。 ヘン カドウマジキ タイサク ナ ツイカ モチロン ヒツヨウ イ		追加⇒追加しない※変更なし ツイカ ツイカ ヘンコウ

		ベビーフェンス、柵、腰壁		ベビーフェンスとは、一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多いです。一方、柵は造作された縦格子状のもので、固定されているものを指します。腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 ユカ		ベビーフェンス、柵については、それぞれ、危険が潜む場所への乳幼児の出入り防止に対し設計されたものを指し、前者は安全基準をクリアした移動可能な既製品を含む指すことが多く、後者は造作された縦格子状等で、固定されたものを指す場合が多いです。尚、腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 サク ボウシ タイ サ ゼンシャ フク コウシャ ナド バアイ オオ ナオ ユカ				変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		壁芯面積（かべしんめんせき）、内法面積（うちのりめんせき） カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、通常、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建築基準法上、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ ツウジョウ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン ケンチクキジュンホウジョウ タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ				変更あるが打診不要

		屋外遊戯場、屋上遊戯場		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育施設として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り、耐火建築物である保育施設の屋上等を屋外遊戯場として利用するものですが、図面表記はあくまで屋外遊戯場となります。
屋上遊戯場には満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ オクジョウ ナド オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン				変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		保育に供する室 ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。なお、預かり中に体調不良となった児童が一時的に待機する「医務室」は、保育に供する室としては扱いません。		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。				追加 ツイカ

		医務室		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ		通常、医務室とは、園児が在園中に体調不良になった際に利用する専用の部屋を指します。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。尚、保育室と医務室（及び事務室兼医務室）が隣接する場合は床から天井まで一面壁で区切られている等、明確に、室として物理的に隔離されていることが必要となります。 エンジ サ ヒツヨウ ナオ				変更あるが打診不要

		避難経路		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ		緊急時に避難に際して使用される経路を指す。保育園においては、通常、園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」「遊戯室」「多目的室」などから、建物の避難口への経路、及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が求められます。避難経路については各種法令、各種基準を確認し、それを満たすことが必要となります。 キンキュウジ ケイロ サ ホイクエン ツウジョウ エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ ケイロ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒナンケイロ カクシュ カクシュ キジュン カクニン ミ ヒツヨウ				変更あるが打診不要

		二方向避難		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ		保育所においては、安全性への配慮から、二方向避難（二方向への避難）が求められる場合も多くあります。
経路により、動線上重複する避難経路が長いなどの場合は、二方向の出口があっても二方向避難が認められない場合もあり、建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準ら、各種法令、各種基準を満たすことが必要となります。 アンゼンセイ ハイリョ ケイロ ドウセン ジョウ チョウフク ヒナン ケイロ ナガ バアイ デグチ ミト バアイ ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン				変更あるが打診不要

		防火区画		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法に規定された区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク		防火区画 とは、 建築基準法施行令第112条に規定された区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。防火区画は、面積や使用用途などにより規定されますが、火災が燃え広がらないように区画される部分に、燃えにくい壁や床、扉の設置等が求められます。防火区画には面積区画、高層階区画、竪穴区画、異種用途区画があります。 キテイ クカク ブブン ナド モト ボウカ クカク				変更あるが打診不要

		１１４条（防火上主要な間仕切壁） ジョウ ボウカジョウ シュヨウ マジキリ カベ		114条区画とは、建築基準法に規定される「防火上主要な間仕切り壁」のことを指します。この規定は、特定の用途の建築物において、火災時の避難経路確保と延焼防止のために設けられる重要な間仕切り壁に関するものです		建築基準法上、保育所（児童福祉施設）に該当する建物には、防火区画に加え、建築基準法施行令114条（防火上主要な間仕切壁）が必要となります。防火上主要な間仕切壁は天井裏の延焼防止を主な目的としており、保育所の場合、保育室と避難経路を区画する壁（室面積等の規定あり）や、火気使用室とその他の部分を区画する壁も「防火上主要な間仕切り壁」に該当することになります。実際の法規制については告示による緩和等もあり、また、各行政等の審査における判断にも左右されるため、事前の打ち合わせが重要となります。 ジョウ ホイクショ ジドウフクシシセツ ガイトウ タテモノ ボウカクカク クワ ジョウ ボウカジョウ ヒツヨウ テンジョウウラ エンショウボウシ オモ モクテキ シツ メンセキ ナド カンワ ナド ナド サユウ				変更あるが打診不要

		防火上主要な間仕切り壁 ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。		不要　114条区画に組込み フヨウ ジョウ クカク クミコ		不要 フヨウ		追加⇒追加しない※変更なし ツイカ

		採光		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ		建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えるため、採光の確保（認可外保育施設指導監督基準等）が求められています。尚、その算定（計算）に際しては、建築基準法によるものとし、所定採光面積をを確保する必要があります。 カンキョウ トトノ カクホ ナド モト ナオ サンテイ ケイサン サイ ケンチクキジュンホウ ショテイ メンセキ カクホ ヒツヨウ				変更あるが打診不要

		換気		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることであり、建築基準法上、室の用途等により遵守すべき基準が規定されています。換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つがあり、「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気で、「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） ケンチクキジュンホウジョウ シツ ヨウト ナド ジュンシュ キジュン キテイ マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ				変更あるが打診不要

		排煙		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことであり、建築基準法上、室の用途等により遵守すべき基準が規定されています。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。
一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ				変更あるが打診不要

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。						変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。増築の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ゾウチク ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		増築とは、すでに建築物が建っている敷地に新たに建物を建てることです。階段や塀などの床面積とは関係のない部分を増築した場合、建築基準法上の床面積が増加しなくても、建築確認申請が必要な場合があります。尚、助成上は主に建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることを指しております。 ケンチクキジュンホウジョウ ユカメンセキ ゾウカ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ ナオ ジョセイジョウ オモ サ				変更あるが打診不要

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。
用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ				変更あるが打診不要

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ		部屋の用途を変えることと、用途変更は異なります。
用途変更とは、建物や賃貸スペースの全体の用途を変更することいい、例えば、住宅として使用していた建物を飲食店に変更するとか、事務所である賃貸スペースを保育園に変更する場合をいいます。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ヘンコウ ジムショ ホイクエン ヘンコウ バアイ				変更あるが打診不要

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ						変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項に定義）されています。保育施設においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。 テイギ シセツ		収容人員とは、消防法施行令第1条の2第3項に定義され、「防火対象物（建物）に出入し、勤務し、又は居住する者の数」とされます。保育施設においては、児童、保育士、その他のスタッフを含む想定人数が収容人員に該当します。
防火対象物の用途ごとに収容人員の算定方法が定められ、その収容人員により防火管理の実施方法や設置が必要となる消防設備が変わります。 タテモノ ガイトウ ヒツヨウ				追加 ツイカ

		建築士・設計士、施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		R５1128からの
変更内容

		建築基準法		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		居室 キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 保育園における居室には「保育室」「遊戯室」「事務室」「調理室」などが該当し、居室として建築基準法令が適用されます。一方、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室には該当しませんが、同一室内にある場合等には居室扱いされ、上記同様に法令が適用されます。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ガイトウ キョシツ ケンチクキジュン ホウレイ テキヨウ イッポウ ソウコ ガイトウ ドウイツシツ ナイ バアイ ナド キョシツ アツカ ジョウキドウヨウ ホウレイ テキヨウ		変更あるが打診不要

		動線		動線とは、建物の中を人が動く時に通る経路のことです。
尚、動線を記載する際の線（人や物が移動する経路を示した線）を指す場合もあります。 ナオ キサイ サイ セン ケイロ サ バアイ		変更あるが打診不要

		共用廊下		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ		変更あるが打診不要

		ベビーフェンス
柵
腰壁		ベビーフェンス、柵については、それぞれ、危険が潜む場所への乳幼児の出入り防止に対し設計されたものを指し、前者は安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多く、後者は造作された縦格子状等で、固定されたものを指す場合が多いです。尚、腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 サク ボウシ タイ サ ゼンシャ コウシャ ナド バアイ オオ ナオ ユカ		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		壁芯面積（かべしんめんせき）
内法面積（うちのりめんせき） カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、通常、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建築基準法上、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ ツウジョウ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン ケンチクキジュンホウジョウ タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ		変更あるが打診不要

		屋外遊戯場
屋上遊戯場		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り、耐火建築物である保育施設の屋上等を屋外遊戯場として利用するものですが、図面表記はあくまで屋外遊戯場となります。
屋上遊戯場には満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ オクジョウ ナド オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		保育に供する室 ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。		追加 ツイカ

		医務室		通常、医務室とは、園児が在園中に体調不良になった際に利用する専用の部屋を指します。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。尚、保育室と医務室（及び事務室兼医務室）が隣接する場合は床から天井まで一面壁で区切られている等、明確に、室として物理的に隔離されていることが必要となります。 エンジ サ ヒツヨウ ナオ		変更あるが打診不要

		避難経路		緊急時に避難に際して使用される経路を指します。保育園においては、通常、園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」「遊戯室」「多目的室」などから、建物の避難口への経路、及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が求められます。避難経路については各種法令、各種基準を確認し、それを満たすことが必要となります。 キンキュウジ ケイロ サ ホイクエン ツウジョウ エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ ケイロ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒナンケイロ カクシュ カクシュ キジュン カクニン ミ ヒツヨウ		変更あるが打診不要

		二方向避難		保育所においては、安全性への配慮から、二方向避難（二方向への避難）が求められる場合も多くあります。
経路により、動線上重複する避難経路が長いなどの場合は、二方向の出口があっても二方向避難が認められない場合もあり、建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準ら、各種法令、各種基準を満たすことが必要となります。 アンゼンセイ ハイリョ ケイロ ドウセン ジョウ チョウフク ヒナン ケイロ ナガ バアイ デグチ ミト バアイ ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン		変更あるが打診不要

		防火区画		防火区画 とは、 建築基準法施行令第112条に規定された区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。防火区画は、面積や使用用途などにより規定されますが、火災が燃え広がらないように区画される部分に、燃えにくい壁や床、扉の設置等が求められます。防火区画には面積区画、高層階区画、竪穴区画、異種用途区画があります。 キテイ クカク ブブン ナド モト ボウカ クカク		変更あるが打診不要

		１１４条（防火上主要な間仕切壁） ジョウ ボウカジョウ シュヨウ マジキリ カベ		建築基準法上、保育所（児童福祉施設）に該当する建物には、防火区画に加え、建築基準法施行令114条（防火上主要な間仕切壁）が必要となります。防火上主要な間仕切壁は天井裏の延焼防止を主な目的としており、保育所の場合、保育室と避難経路を区画する壁（室面積等の規定あり）や、火気使用室とその他の部分を区画する壁も「防火上主要な間仕切り壁」に該当することになります。実際の法規制については告示による緩和等もあり、また、各行政等の審査における判断にも左右されるため、事前の打ち合わせが重要となります。 ジョウ ホイクショ ジドウフクシシセツ ガイトウ タテモノ ボウカクカク クワ ジョウ ボウカジョウ ヒツヨウ テンジョウウラ エンショウボウシ オモ モクテキ シツ メンセキ ナド カンワ ナド ナド サユウ		変更あるが打診不要

		採光		建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えるため、採光の確保（認可外保育施設指導監督基準等）が求められています。尚、その算定（計算）に際しては、建築基準法によるものとし、所定採光面積をを確保する必要があります。 カンキョウ トトノ カクホ ナド モト ナオ サンテイ ケイサン サイ ケンチクキジュンホウ ショテイ メンセキ カクホ ヒツヨウ		変更あるが打診不要

		換気		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることであり、建築基準法上、室の用途等により遵守すべき基準が規定されています。換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つがあり、「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気で、「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） ケンチクキジュンホウジョウ シツ ヨウト ナド ジュンシュ キジュン キテイ マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ		変更あるが打診不要

		排煙		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことであり、建築基準法上、室の用途等により遵守すべき基準が規定されています。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。
一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ		変更あるが打診不要

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、すでに建築物が建っている敷地に新たに建物を建てることです。階段や塀などの床面積とは関係のない部分を増築した場合、建築基準法上の床面積が増加しなくても、建築確認申請が必要な場合があります。尚、助成上は主に建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることを指しております。 ケンチクキジュンホウジョウ ユカメンセキ ゾウカ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ ナオ ジョセイジョウ オモ サ		変更あるが打診不要

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。
用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		変更あるが打診不要

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は異なります。
用途変更とは、建物や賃貸スペースの全体の用途を変更することいい、例えば、住宅として使用していた建物を飲食店に変更するとか、事務所である賃貸スペースを保育園に変更する場合をいいます。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ヘンコウ ジムショ ホイクエン ヘンコウ バアイ		変更あるが打診不要

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図
（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、消防法施行令第1条の2第3項に定義され、「防火対象物（建物）に出入し、勤務し、又は居住する者の数」とされます。保育施設においては、児童、保育士、その他のスタッフを含む想定人数が収容人員に該当します。
防火対象物の用途ごとに収容人員の算定方法が定められ、その収容人員により防火管理の実施方法や設置が必要となる消防設備が変わります。 タテモノ ガイトウ ヒツヨウ		追加 ツイカ

		建築士・設計士
施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ







最終0913原本@R7事計時用語集　分割

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		R５1128からの
変更内容

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、すでに建築物が建っている敷地に新たに建物を建てることです。階段や塀などの床面積とは関係のない部分を増築した場合、建築基準法上の床面積が増加しなくても、建築確認申請が必要な場合があります。尚、助成上は主に建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることを指しております。 ケンチクキジュンホウジョウ ユカメンセキ ゾウカ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ ナオ ジョセイジョウ オモ サ		変更あるが打診不要

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。
用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		変更あるが打診不要

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は異なります。
用途変更とは、建物や賃貸スペースの全体の用途を変更することいい、例えば、住宅として使用していた建物を飲食店に変更するとか、事務所である賃貸スペースを保育園に変更する場合をいいます。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ヘンコウ ジムショ ホイクエン ヘンコウ バアイ		変更あるが打診不要

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図
（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、消防法施行令第1条の2第3項に定義され、「防火対象物（建物）に出入し、勤務し、又は居住する者の数」とされます。保育施設においては、児童、保育士、その他のスタッフを含む想定人数が収容人員に該当します。
防火対象物の用途ごとに収容人員の算定方法が定められ、その収容人員により防火管理の実施方法や設置が必要となる消防設備が変わります。 タテモノ ガイトウ ヒツヨウ		追加 ツイカ

		建築士・設計士
施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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R5.12.26　用語集

				　■ 用語解説リスト　　※本リストは『建築関連資料集　事業計画申請用（令和5年11月28日版）』に追補・調整したものです ヨウゴ カイセツ ホン ケンチク カンレン シリョウ シュウ ジギョウ ケイカク シンセイ ヨウ レイワ ネン ガツ ニチ バン ツイホ チョウセイ

		◎〇－		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		◎		屋外遊戯場、屋上遊戯場とは		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育所として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン

		◎		建築基準法とは		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		◎		避難経路とは		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		◎		二方向避難とは		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		◎		動線とは		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		◎		共用廊下とは		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		◎		防火区画とは		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

				１１４条区画とは ジョウ クカク		１１４条区画とは防火区画の一つで、火炎が拡大しないように、又避難経路を確保するために重要となる「防火上主要な間仕切り壁」を設けなければなりません。 ジョウ クカク ボウカ クカク ヒト カエン カクダイ マタ モウ

				防火上主要な間仕切り壁とは ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。

		〇		居室とは キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		◎		採光とは		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		◎		排煙とは		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		◎		換気とは		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		◎		医務室とは		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		◎		ベビーフェンス、柵とは		ベビーフェンスとは一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多く、柵は造作された縦格子状のものとして固定式されているものです。 イッパンテキ アンゼン キジュン キセイヒン サ オオ サク ゾウサク タテゴウシ ジョウ コテイシキ

				間仕切りとは マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		◎		可動間仕切りとは カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ

				壁芯面積（かべしんめんせき）・内法面積（うちのりめんせき）とは カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		◎		算定図（有効面積算定図・申請面積算定図）とは
 ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育園として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ ホイクエン シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ

		◎		建築士・設計士、施工者・施工業者
とは　 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ

		◎		着工とは		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

				増築とは ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

				増床とは ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

				移転とは イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

				部屋の用途とは ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば保育室なら児童の育成を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には建築法令・基準に触れる場合があるので注意が必要です。 ヘヤ ヨウト ヘヤ ツカ カタ シメ タト ホイクシツ ジドウ イクセイ オコナ ヘヤ ジムシツ ジム サギョウ オコナ ヘヤ ソウコ ブッピン ホカン ヘヤ ヘヤ ヨウト カ バアイ ケンチク ホウレイ キジュン フ バアイ チュウイ ヒツヨウ

				用途変更とは ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

				保育に供する室とは ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「講堂」「食堂」「午睡室」など保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋になります。なお、預かり中に体調不良になった児童が待機する「医務室」は、一時的な利用になるので保育に供する室とは扱いません。 ホイク キョウ シツ グタイテキ ホイクシツ オクナイ ユウギジョウ コウドウ ショクドウ ゴスイ シツ ホイク ウンエイ ジョウ ニチジョウ テキ ケイゾク テキ ジドウ リヨウ タイザイ モクテキ ヘヤ アズ チュウ タイチョウ タイキ イムシツ イチジ テキ リヨウ ホイク キョウ シツ アツカ

				収容人員とは シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、又は居住する者の数」(消防法施行令1条の２第３項)とされ、保育所では児童と保育士及びスタッフなどの想定人数となります。その人数により消防設備、避難・救助の考え、防火管理者などの要件が関係します。 イン タテモノ ホイクショ ジドウ ホイクシ オヨ ソウテイ ニンズウ ニンズウ ヒナン キュウジョ カンガ ボウカカンリシャ ヨウケン カンケイ
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R5整備費時用語集

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場とは		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則です。広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは保育所の建物上、屋上を屋外遊戯場として利用したものです。（地上に利用可能な場所がない場合に限り、屋上を屋外遊戯場として利用することも可能です。ただし、満たすべき条件があります。） オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ タテモノ ウエ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ミ ジョウケン

		建築基準法とは		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。
基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ リャク バアイ

		壁芯面積（かべしんめんせき）・内法面積（うちのりめんせき）とは カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る為に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ タメ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		避難経路・避難扉・避難階段・
避難口とは トビラ カイダン ヒナン グチ		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の外まで及び建物の避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ソト オヨ タテモノ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難とは		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		動線とは		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路を線であらわしたもの。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線。）

		共用廊下とは		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。普通、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ フツウ ホイクエン

		防火区画とは		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画とは ジョウ クカク		１１４条区画とは火災時に火災が拡大しないように、又避難経路を確保するために重要となる『防火上主要な間仕切り壁』のこと。 ジョウ クカク カサイ カクダイ マタ

		居室とは キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		採光とは		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		排煙とは		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		換気とは		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		医務室とは		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		ベビーフェンス、柵、腰壁とは		ベビーフェンスとは一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多く、柵は造作された縦格子状のものとして固定式されているものです。腰壁とは大人の腰高程度までの造作固定された壁。 イッパンテキ アンゼン キジュン キセイヒン サ オオ サク ゾウサク タテゴウシ ジョウ コテイシキ コシカベ オトナ コシ タカ テイド ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切りとは カドウ マジキ		複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉。仕切った状態では壁のように見えるが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多い。 フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ

		算定図（有効面積算定図・申請面積算定図）とは
 ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育園として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。
算定図には計算式（算定）も記載されています。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ ホイクエン シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ サンテイ キサイ

		建築士・設計士、施工者・施工業者
とは　 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ

		着工とは		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		増築とは ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		増床とは ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		移転とは イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

		部屋の用途とは ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば保育室・事務室・休憩室・調理室・倉庫・トイレなどです。部屋の用途を変える場合には注意が必要です。 ヘヤ ヨウト ヘヤ ツカ カタ シメ タト ホイクシツ ジムシツ キュウケイシツ チョウリシツ ソウコ ヘヤ ヨウト カ バアイ チュウイ ヒツヨウ

		用途変更とは ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ
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R6事計時用語集

		　■ 用語解説リスト　　※本リストは『建築関連資料集　事業計画申請用（令和5年11月28日版）』に追補・調整したものです ヨウゴ カイセツ ホン ケンチク カンレン シリョウ シュウ ジギョウ ケイカク シンセイ ヨウ レイワ ネン ガツ ニチ バン ツイホ チョウセイ

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場とは		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育所として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン

		建築基準法とは		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		避難経路とは		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難とは		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		動線とは		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		共用廊下とは		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		防火区画とは		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画とは ジョウ クカク		１１４条区画とは防火区画の一つで、火炎が拡大しないように、又避難経路を確保するために重要となる「防火上主要な間仕切り壁」を設けなければなりません。 ジョウ クカク ボウカ クカク ヒト カエン カクダイ マタ モウ

		防火上主要な間仕切り壁とは ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。

		居室とは キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		採光とは		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		排煙とは		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		換気とは		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		医務室とは		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		ベビーフェンス、柵とは		ベビーフェンスとは一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多く、柵は造作された縦格子状のものとして固定式されているものです。 イッパンテキ アンゼン キジュン キセイヒン サ オオ サク ゾウサク タテゴウシ ジョウ コテイシキ

		間仕切りとは マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切りとは カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ

		壁芯面積（かべしんめんせき）・内法面積（うちのりめんせき）とは カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		算定図（有効面積算定図・申請面積算定図）とは
 ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育園として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ ホイクエン シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ

		建築士・設計士、施工者・施工業者
とは　 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ

		着工とは		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		増築とは ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		増床とは ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		移転とは イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

		部屋の用途とは ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば保育室なら児童の育成を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には建築法令・基準に触れる場合があるので注意が必要です。 ヘヤ ヨウト ヘヤ ツカ カタ シメ タト ホイクシツ ジドウ イクセイ オコナ ヘヤ ジムシツ ジム サギョウ オコナ ヘヤ ソウコ ブッピン ホカン ヘヤ ヘヤ ヨウト カ バアイ ケンチク ホウレイ キジュン フ バアイ チュウイ ヒツヨウ

		用途変更とは ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		保育に供する室とは ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「講堂」「食堂」「午睡室」など保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋になります。なお、預かり中に体調不良になった児童が待機する「医務室」は、一時的な利用になるので保育に供する室とは扱いません。 ホイク キョウ シツ グタイテキ ホイクシツ オクナイ ユウギジョウ コウドウ ショクドウ ゴスイ シツ ホイク ウンエイ ジョウ ニチジョウ テキ ケイゾク テキ ジドウ リヨウ タイザイ モクテキ ヘヤ アズ チュウ タイチョウ タイキ イムシツ イチジ テキ リヨウ ホイク キョウ シツ アツカ

		収容人員とは シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、又は居住する者の数」(消防法施行令1条の２第３項)とされ、保育所では児童と保育士及びスタッフなどの想定人数となります。その人数により消防設備、避難・救助の考え、防火管理者などの要件が関係します。 イン タテモノ ホイクショ ジドウ ホイクシ オヨ ソウテイ ニンズウ ニンズウ ヒナン キュウジョ カンガ ボウカカンリシャ ヨウケン カンケイ
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0830原本@R7事計時用語集 

		　■ 用語解説リスト　　 ヨウゴ カイセツ				R５1128からの
変更内容 ヘンコウ ナイヨウ

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		建築基準法とは		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場とは		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育所として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		避難経路とは		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難とは		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		動線とは		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		共用廊下とは		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		防火区画とは		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画とは ジョウ クカク		114条区画とは、建築基準法施行令第114条に規定される「防火上主要な間仕切り壁」のことを指します。この規定は、特定の用途の建築物において、火災時の避難経路確保と延焼防止のために設けられる重要な間仕切り壁に関するものです		変更あるが打診不要

		防火上主要な間仕切り壁とは ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。		追加 ツイカ

		居室とは キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		採光とは		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		排煙とは		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		換気とは		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		医務室とは		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		ベビーフェンス、柵、腰壁とは		ベビーフェンスとは、一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多いです。一方、柵は造作された縦格子状のもので、固定されているものを指します。腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 ユカ		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		間仕切りとは マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切りとは カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ		追加 ツイカ

		壁芯面積（かべしんめんせき）・内法面積（うちのりめんせき）とは カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		算定図（有効面積算定図・申請面積算定図）とは
 ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育所として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		建築士・設計士、施工者・施工業者
とは　 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ

		着工とは		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		増築とは ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		増床とは ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		移転とは イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

		部屋の用途とは ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		用途変更とは ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		保育に供する室とは ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「講堂」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。なお、預かり中に体調不良となった児童が一時的に待機する「医務室」は、保育に供する室としては扱いません。		追加 ツイカ

		収容人員とは シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項）と定義されます。保育所においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。		追加 ツイカ
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		　■ 用語解説リスト　　 ヨウゴ カイセツ				R５1128からの
変更内容 ヘンコウ ナイヨウ

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ

		建築基準法		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		居室 キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		動線		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		共用廊下		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		間仕切り マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切り カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ		追加 ツイカ

		ベビーフェンス、柵、腰壁		ベビーフェンスとは、一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多いです。一方、柵は造作された縦格子状のもので、固定されているものを指します。腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 ユカ		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		壁芯面積（かべしんめんせき）、内法面積（うちのりめんせき） カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育所として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ ホイクジョ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		保育に供する室 ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「講堂」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。なお、預かり中に体調不良となった児童が一時的に待機する「医務室」は、保育に供する室としては扱いません。		追加 ツイカ

		医務室		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		避難経路		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		防火区画		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法 で定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画 ジョウ クカク		114条区画とは、建築基準法施行令第114条に規定される「防火上主要な間仕切り壁」のことを指します。この規定は、特定の用途の建築物において、火災時の避難経路確保と延焼防止のために設けられる重要な間仕切り壁に関するものです		変更あるが打診不要

		防火上主要な間仕切り壁 ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。		追加 ツイカ

		採光		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		換気		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		排煙		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育所を移すことです。 イテン チガ バショ ホイクジョ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育所として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項）と定義されます。保育所においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。		追加 ツイカ

		建築士・設計士、施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		R５1128からの
変更内容

		建築基準法		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		居室 キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号に定義）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ テイギ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ

		動線		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）

		共用廊下		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン

		間仕切り マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ

		可動間仕切り カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ		追加 ツイカ

		ベビーフェンス、柵、腰壁		ベビーフェンスとは、一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多いです。一方、柵は造作された縦格子状のもので、固定されているものを指します。腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 ユカ		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		壁芯面積（かべしんめんせき）、内法面積（うちのりめんせき） カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ

		屋外遊戯場、屋上遊戯場		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育施設として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		保育に供する室 ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。なお、預かり中に体調不良となった児童が一時的に待機する「医務室」は、保育に供する室としては扱いません。		追加 ツイカ

		医務室		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ

		避難経路		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ

		二方向避難		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ

		防火区画		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法に規定された区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク

		１１４条区画 ジョウ クカク		114条区画とは、建築基準法に規定される「防火上主要な間仕切り壁」のことを指します。この規定は、特定の用途の建築物において、火災時の避難経路確保と延焼防止のために設けられる重要な間仕切り壁に関するものです		変更あるが打診不要

		防火上主要な間仕切り壁 ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。		追加 ツイカ

		採光		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ

		換気		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ

		排煙		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。増築の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ゾウチク ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		変更あるが打診不要

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		変更あるが打診不要

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項に定義）されています。保育施設においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。 テイギ シセツ		追加 ツイカ

		建築士・設計士、施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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0909原本@R7事計時用語集分割 

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		R５1128からの
変更内容

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項に定義）されています。保育施設においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。 テイギ シセツ		追加 ツイカ

		建築士・設計士、施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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0909原本@R7事計時用語集　通し (2)　俵山

		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		解説（俵山0912） カイセツ タワラヤマ		俵山0912 タワラヤマ		R５1128からの
変更内容

		建築基準法		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		居室 キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号に定義）です。 この定義に従えば、保育園において居室とは「保育室」「遊戯室」「多目的室」「事務室」「調理室」などです。 その反対に、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室ではありません。 キョシツ テイギ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ソウコ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 保育園における居室には「保育室」「遊戯室」「事務室」「調理室」などが該当し、居室として建築基準法令が適用されます。一方、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室には該当しませんが、同一室内にある場合等には居室扱いされ、上記同様に法令が適用されます。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ガイトウ キョシツ ケンチクキジュン ホウレイ テキヨウ イッポウ ソウコ ガイトウ ドウイツシツ ナイ バアイ ナド キョシツ アツカ ジョウキドウヨウ ホウレイ テキヨウ				変更あるが打診不要

		動線		動線とは、建物の中を人が動く時に通ると思われる経路のことです。
（人や物が移動する軌跡・方向などを示した線）		動線とは、建物の中を人が動く時に通る経路のことです。
尚、動線を記載する際の線（人や物が移動する経路を示した線）を指す場合もあります。 ナオ キサイ サイ セン ケイロ サ バアイ				変更あるが打診不要

		共用廊下		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。通常、保育園玄関扉手前までが共用廊下です。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ ツウジョウ ホイクエン		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ		通常以降削除 ツウジョウイコウ サクジョ		変更あるが打診不要

		間仕切り マジキ		間仕切りとは、部屋を仕切る床から天井まで造作固定された壁のことです。 マジキ ヘヤ シキ ユカ テンジョウ ゾウサク コテイ カベ		削除したいです。※解釈が色々あるため
何処からこの用語の説明が必要になったかわかりませんが、削除しない場合：用語側を　間仕切り（○○助成上）/　間仕切り壁　等と変更し、　解説を作って頂きたいです。 サクジョ カイシャク イロイロ ドコ ヨウゴ セツメイ ヒツヨウ サクジョ バアイ ヨウゴガワ ジョセイ ジョウ マジキ カベ ナド ヘンコウ カイセツ ツク イタダ		無くしたい ナ		削除 サクジョ

		可動間仕切り カドウ マジキ		可動間仕切りとは、複数枚の扉で部屋を仕切ることのできる扉で、仕切った状態では壁のように見えますが移動させて仕切りをいっさい無くすことも可能。大きな空間を2つや3つのエリアに分ける際に使われることが多いようです。 カドウ マジキリ フクスウ マイ トビラ ヘヤ シキ トビラ シキ ジョウタイ カベ ミ イドウ シキ ナ カノウ オオ クウカン ワ サイ ツカ オオ		不要では？？ フヨウ		変な可動間仕切り対策として、無くしたい。
なぜ追加？？だったのか？
勿論、必要なら入れてください。 ヘン カドウマジキ タイサク ナ ツイカ モチロン ヒツヨウ イ		追加⇒追加しない※変更なし ツイカ ツイカ ヘンコウ

		ベビーフェンス、柵、腰壁		ベビーフェンスとは、一般的に安全基準をクリアした移動可能な既製品を指すことが多いです。一方、柵は造作された縦格子状のもので、固定されているものを指します。腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 ユカ		ベビーフェンス、柵については、それぞれ、危険が潜む場所への乳幼児の出入り防止に対し設計されたものを指し、前者は安全基準をクリアした移動可能な既製品を含む指すことが多く、後者は造作された縦格子状等で、固定されたものを指す場合が多いです。尚、腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 サク ボウシ タイ サ ゼンシャ フク コウシャ ナド バアイ オオ ナオ ユカ				変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		壁芯面積（かべしんめんせき）、内法面積（うちのりめんせき） カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、通常、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建築基準法上、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ ツウジョウ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン ケンチクキジュンホウジョウ タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ				変更あるが打診不要

		屋外遊戯場、屋上遊戯場		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り保育施設として利用している建物の屋上を屋外遊戯場として利用するものですが、図面への表記はあくまで屋外遊戯場となります。満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ リヨウ タテモノ オクジョウ オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り、耐火建築物である保育施設の屋上等を屋外遊戯場として利用するものですが、図面表記はあくまで屋外遊戯場となります。
屋上遊戯場には満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ オクジョウ ナド オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン				変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		保育に供する室 ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。なお、預かり中に体調不良となった児童が一時的に待機する「医務室」は、保育に供する室としては扱いません。		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。				追加 ツイカ

		医務室		医務室は、園児が在園中に体調不良になった際に利用するスペースです。
保育室とは隔離させた天井から床まで繋がった壁で区切られている専用の部屋であることが原則となります。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。 エンジ ゲンソク ヒツヨウ		通常、医務室とは、園児が在園中に体調不良になった際に利用する専用の部屋を指します。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。尚、保育室と医務室（及び事務室兼医務室）が隣接する場合は床から天井まで一面壁で区切られている等、明確に、室として物理的に隔離されていることが必要となります。 エンジ サ ヒツヨウ ナオ				変更あるが打診不要

		避難経路		保育園では園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」、「遊戯室」、「多目的室」などから、建物の避難口及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が必要です。避難経路は法律で、数や距離などが決まっています。 ホイクエン エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒツヨウ ヒナン ケイロ ホウリツ カズ キョリ キ		緊急時に避難に際して使用される経路を指す。保育園においては、通常、園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」「遊戯室」「多目的室」などから、建物の避難口への経路、及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が求められます。避難経路については各種法令、各種基準を確認し、それを満たすことが必要となります。 キンキュウジ ケイロ サ ホイクエン ツウジョウ エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ ケイロ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒナンケイロ カクシュ カクシュ キジュン カクニン ミ ヒツヨウ				変更あるが打診不要

		二方向避難		二方向避難とは文字通り、二方向に避難することであり、保育室から二つの経路が確保できているかを確認します。
建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準らによる定めを遵守する必要があります。 フタ ホウコウ ヒナン モジ ドオ フタ ホウコウ ヒナン ホイクシツ フタ ケイロ カクホ カクニン ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン サダ ジュンシュ ヒツヨウ		保育所においては、安全性への配慮から、二方向避難（二方向への避難）が求められる場合も多くあります。
経路により、動線上重複する避難経路が長いなどの場合は、二方向の出口があっても二方向避難が認められない場合もあり、建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準ら、各種法令、各種基準を満たすことが必要となります。 アンゼンセイ ハイリョ ケイロ ドウセン ジョウ チョウフク ヒナン ケイロ ナガ バアイ デグチ ミト バアイ ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン				変更あるが打診不要

		防火区画		防火区画 （ぼうかくかく）とは、 建築基準法に規定された区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。ある一定の区画を設けて、その区画から別の区画に火災が燃え広がらないように、燃えにくい壁や床、扉などにします。区画には面積区画、竪穴区画、異種用途区画等いくつかあります。 イッテイ クカク モウ クカク ベツ クカク カサイ モ ヒロ カベ ユカ トビラ クカク		防火区画 とは、 建築基準法施行令第112条に規定された区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。防火区画は、面積や使用用途などにより規定されますが、火災が燃え広がらないように区画される部分に、燃えにくい壁や床、扉の設置等が求められます。防火区画には面積区画、高層階区画、竪穴区画、異種用途区画があります。 キテイ クカク ブブン ナド モト ボウカ クカク				変更あるが打診不要

		１１４条（防火上主要な間仕切壁） ジョウ ボウカジョウ シュヨウ マジキリ カベ		114条区画とは、建築基準法に規定される「防火上主要な間仕切り壁」のことを指します。この規定は、特定の用途の建築物において、火災時の避難経路確保と延焼防止のために設けられる重要な間仕切り壁に関するものです		建築基準法上、保育所（児童福祉施設）に該当する建物には、防火区画に加え、建築基準法施行令114条（防火上主要な間仕切壁）が必要となります。防火上主要な間仕切壁は天井裏の延焼防止を主な目的としており、保育所の場合、保育室と避難経路を区画する壁（室面積等の規定あり）や、火気使用室とその他の部分を区画する壁も「防火上主要な間仕切り壁」に該当することになります。実際の法規制については告示による緩和等もあり、また、各行政等の審査における判断にも左右されるため、事前の打ち合わせが重要となります。 ジョウ ホイクショ ジドウフクシシセツ ガイトウ タテモノ ボウカクカク クワ ジョウ ボウカジョウ ヒツヨウ テンジョウウラ エンショウボウシ オモ モクテキ シツ メンセキ ナド カンワ ナド ナド サユウ				変更あるが打診不要

		防火上主要な間仕切り壁 ボウカ ジョウ シュヨウ マジキ カベ		防火上主要な間仕切り壁とは、児童福祉施設の場合、保育室、遊戯室等の相互間の壁で3室以下かつ100㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの限りでない）に区画する壁及び避難経路を区画する壁のことです。また、火気使用室とその他の部分を区画する壁も該当します。		不要　114条区画に組込み フヨウ ジョウ クカク クミコ		不要 フヨウ		追加⇒追加しない※変更なし ツイカ

		採光		採光（さいこう）とは建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えることです。敷地境界線からの距離や窓の上についた庇からの距離などを利用した計算により法的（建築基準法に定まる）に必要な採光面積が決まります。 カンキョウ トトノ ホウテキ サダ ヒツヨウ メンセキ キ		建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えるため、採光の確保（認可外保育施設指導監督基準等）が求められています。尚、その算定（計算）に際しては、建築基準法によるものとし、所定採光面積をを確保する必要があります。 カンキョウ トトノ カクホ ナド モト ナオ サンテイ ケイサン サイ ケンチクキジュンホウ ショテイ メンセキ カクホ ヒツヨウ				変更あるが打診不要

		換気		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることです。
換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つあります。
「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気です。 
「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることであり、建築基準法上、室の用途等により遵守すべき基準が規定されています。換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つがあり、「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気で、「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） ケンチクキジュンホウジョウ シツ ヨウト ナド ジュンシュ キジュン キテイ マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ				変更あるが打診不要

		排煙		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことです。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことであり、建築基準法上、室の用途等により遵守すべき基準が規定されています。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。
一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ				変更あるが打診不要

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。						変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることです。増築の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウチク ホイクシセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ゾウチク ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		増築とは、すでに建築物が建っている敷地に新たに建物を建てることです。階段や塀などの床面積とは関係のない部分を増築した場合、建築基準法上の床面積が増加しなくても、建築確認申請が必要な場合があります。尚、助成上は主に建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることを指しております。 ケンチクキジュンホウジョウ ユカメンセキ ゾウカ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ ナオ ジョセイジョウ オモ サ				変更あるが打診不要

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。
用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ				変更あるが打診不要

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は別となります。用途変更とは、建物や賃貸スペースの使い方を変えることです。例えば住宅とて使用していた建物を飲食店にするとか、事務所だった場所を保育園に変更する場合を言います。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ベツ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ ツカ カタ カ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ジムショ バショ ホイクエン ヘンコウ バアイ イ		部屋の用途を変えることと、用途変更は異なります。
用途変更とは、建物や賃貸スペースの全体の用途を変更することいい、例えば、住宅として使用していた建物を飲食店に変更するとか、事務所である賃貸スペースを保育園に変更する場合をいいます。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ヘンコウ ジムショ ホイクエン ヘンコウ バアイ				変更あるが打診不要

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ						変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、「防火対象物（建物）に出入りし、勤務し、または居住する者の数」（消防法施行令第1条の2第3項に定義）されています。保育施設においては、児童や保育士、その他のスタッフを含む想定人数が対象となります。この人数により、消防設備や避難・救助の考え方、さらには防火管理者などの要件が関連してきます。 テイギ シセツ		収容人員とは、消防法施行令第1条の2第3項に定義され、「防火対象物（建物）に出入し、勤務し、又は居住する者の数」とされます。保育施設においては、児童、保育士、その他のスタッフを含む想定人数が収容人員に該当します。
防火対象物の用途ごとに収容人員の算定方法が定められ、その収容人員により防火管理の実施方法や設置が必要となる消防設備が変わります。 タテモノ ガイトウ ヒツヨウ				追加 ツイカ

		建築士・設計士、施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		R５1128からの
変更内容

		建築基準法		建築基準法とは建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律で、基準法と略す場合があります。 ケンチク キジュンホウ キジュンホウ

		居室 キョシツ		居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」（建築基準法2条4号）です。 保育園における居室には「保育室」「遊戯室」「事務室」「調理室」などが該当し、居室として建築基準法令が適用されます。一方、「玄関」「トイレ」「洗面所」「倉庫」「廊下」などは居室には該当しませんが、同一室内にある場合等には居室扱いされ、上記同様に法令が適用されます。 キョシツ ホイクエン ユウギシツ ジムシツ チョウリシツ ガイトウ キョシツ ケンチクキジュン ホウレイ テキヨウ イッポウ ソウコ ガイトウ ドウイツシツ ナイ バアイ ナド キョシツ アツカ ジョウキドウヨウ ホウレイ テキヨウ		変更あるが打診不要

		動線		動線とは、建物の中を人が動く時に通る経路のことです。
尚、動線を記載する際の線（人や物が移動する経路を示した線）を指す場合もあります。 ナオ キサイ サイ セン ケイロ サ バアイ		変更あるが打診不要

		共用廊下		共用廊下とはテナントビルなどの一区画を保育園とする場合に専有部分（保育園）に行くまでの、他事業者と共用で使用する廊下のことです。 キョウヨウロウカ エン ホイク エン ホカ ジギョウシャ		変更あるが打診不要

		ベビーフェンス
柵
腰壁		ベビーフェンス、柵については、それぞれ、危険が潜む場所への乳幼児の出入り防止に対し設計されたものを指し、前者は安全基準をクリアした移動可能な既製品を含む指すことが多く、後者は造作された縦格子状等で、固定されたものを指す場合が多いです。尚、腰壁とは、床からの高さ90cm以上で造作固定された壁のことを指します。 サク ボウシ タイ サ ゼンシャ フク コウシャ ナド バアイ オオ ナオ ユカ		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		壁芯面積（かべしんめんせき）
内法面積（うちのりめんせき） カベシン メンセキ メンセキ		建物図面には「芯（しん）」と呼ばれるものがあります。壁には厚みがあり、通常、その中心を通る線を「芯」と呼びます。建物を建てる基準（線）となるもので、建築基準法上、建物全体や部屋ごとの面積を測る際に利用します。
部屋（室）の面積を測る方法として、壁芯面積（壁の中心を通った線で囲まれた部分の面積、つまり壁の厚みを含んだもの）と、内法面積（壁の厚みは入れず、室の内側で囲まれた部分の面積）の２種類があります。 タテモノ ズメン シン ヨ カベ アツ ツウジョウ チュウシン トオ セン シン ヨ タテモノ タ キジュン セン ケンチクキジュンホウジョウ タテモノ ゼンタイ ヘヤ メンセキ ハカ サイ リヨウ ヘヤ シツ メンセキ ハカ ホウホウ カベ シン メンセキ カベ チュウシン トオ セン カコ ブブン メンセキ カベ アツ フク ナイホウ メンセキ カベ アツ イ		変更あるが打診不要

		屋外遊戯場
屋上遊戯場		屋外遊戯場とは園児の屋外活動スペースです。　屋外遊戯場は、地上に設けるのが原則で、広さは2歳児以上の園児数×3.3㎡以上必要になります。
屋上遊戯場とは地上に利用可能な場所がない場合に限り、耐火建築物である保育施設の屋上等を屋外遊戯場として利用するものですが、図面表記はあくまで屋外遊戯場となります。
屋上遊戯場には満たすべき条件が多々ありますので留意事項をご確認ください。 オクガイ ユウギジョウ エンジ ヒロ エンジスウ イジョウ ヒツヨウ オクジョウ ユウギジョウ オクジョウ ナド オクガイ ユウギジョウ リヨウ ズメン ヒョウキ オクガイ ユウギジョウ ミ ジョウケン タタ リュウイジコウ カクニン		変更あるが打診不要 ヘンコウ ダシン フヨウ

		保育に供する室 ホイク キョウ シツ		保育に供する室とは、具体的に「保育室」「屋内遊戯場」「食堂」「午睡室」など、保育運営上、日常的・継続的に児童が利用・滞在する目的の部屋を指します。		追加 ツイカ

		医務室		通常、医務室とは、園児が在園中に体調不良になった際に利用する専用の部屋を指します。
専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室との兼用も可能ですが、カーテンやパーテーションで仕切るなど、専用スペースの確保が必要です。尚、保育室と医務室（及び事務室兼医務室）が隣接する場合は床から天井まで一面壁で区切られている等、明確に、室として物理的に隔離されていることが必要となります。 エンジ サ ヒツヨウ ナオ		変更あるが打診不要

		避難経路		緊急時に避難に際して使用される経路を指す。保育園においては、通常、園児が利用する「保育室（病児・病後児室も含む）」「遊戯室」「多目的室」などから、建物の避難口への経路、及び避難口から道路まで安全に避難できる経路(避難経路）が求められます。避難経路については各種法令、各種基準を確認し、それを満たすことが必要となります。 キンキュウジ ケイロ サ ホイクエン ツウジョウ エンジ リヨウ ホイクシツ ビョウジ ビョウゴジ シツ フク ユウギシツ タモクテキシツ タテモノ ヒナングチ ケイロ オヨ ヒナングチ ドウロ アンゼン ヒナン ケイロ ヒナン ケイロ ヒナンケイロ カクシュ カクシュ キジュン カクニン ミ ヒツヨウ		変更あるが打診不要

		二方向避難		保育所においては、安全性への配慮から、二方向避難（二方向への避難）が求められる場合も多くあります。
経路により、動線上重複する避難経路が長いなどの場合は、二方向の出口があっても二方向避難が認められない場合もあり、建築基準法、家庭的保育等基準、認可外保育施設指導監督基準ら、各種法令、各種基準を満たすことが必要となります。 アンゼンセイ ハイリョ ケイロ ドウセン ジョウ チョウフク ヒナン ケイロ ナガ バアイ デグチ ミト バアイ ケンチク キジュンホウ カテイテキ ホイク ナド キジュン ニンカガイ ホイク シセツ シドウ カントク キジュン		変更あるが打診不要

		防火区画		防火区画 とは、 建築基準法施行令第112条に規定された区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。防火区画は、面積や使用用途などにより規定されますが、火災が燃え広がらないように区画される部分に、燃えにくい壁や床、扉の設置等が求められます。防火区画には面積区画、高層階区画、竪穴区画、異種用途区画があります。 キテイ クカク ブブン ナド モト ボウカ クカク		変更あるが打診不要

		１１４条（防火上主要な間仕切壁） ジョウ ボウカジョウ シュヨウ マジキリ カベ		建築基準法上、保育所（児童福祉施設）に該当する建物には、防火区画に加え、建築基準法施行令114条（防火上主要な間仕切壁）が必要となります。防火上主要な間仕切壁は天井裏の延焼防止を主な目的としており、保育所の場合、保育室と避難経路を区画する壁（室面積等の規定あり）や、火気使用室とその他の部分を区画する壁も「防火上主要な間仕切り壁」に該当することになります。実際の法規制については告示による緩和等もあり、また、各行政等の審査における判断にも左右されるため、事前の打ち合わせが重要となります。 ジョウ ホイクショ ジドウフクシシセツ ガイトウ タテモノ ボウカクカク クワ ジョウ ボウカジョウ ヒツヨウ テンジョウウラ エンショウボウシ オモ モクテキ シツ メンセキ ナド カンワ ナド ナド サユウ		変更あるが打診不要

		採光		建物の窓から日光（自然光）を取り入れて室内の環境を整えるため、採光の確保（認可外保育施設指導監督基準等）が求められています。尚、その算定（計算）に際しては、建築基準法によるものとし、所定採光面積をを確保する必要があります。 カンキョウ トトノ カクホ ナド モト ナオ サンテイ ケイサン サイ ケンチクキジュンホウ ショテイ メンセキ カクホ ヒツヨウ		変更あるが打診不要

		換気		換気とは、部屋の中の空気を、外の空気に入れ換えることであり、建築基準法上、室の用途等により遵守すべき基準が規定されています。換気設備には①「自然換気」と②「機械換気」の２つがあり、「自然換気」とは、窓などの開放による自然通風や暖かい空気は上昇するという性質を生かした空気の温度差などを利用した換気で、「機械換気」とは、換気扇などの機械設備によって強制的に行う換気です。（給気と排気の組合せで大きく分けて3種類の方法があります。） ケンチクキジュンホウジョウ シツ ヨウト ナド ジュンシュ キジュン キテイ マド カイホウ カンキセン キカイ セツビ オコナ オオ ワ シュルイ ホウホウ		変更あるが打診不要

		排煙		排煙とは火災時に発生する煙を外部に逃がすことであり、建築基準法上、室の用途等により遵守すべき基準が規定されています。排煙設備には「開放できる窓」や「煙が出たら外に強制的に煙を出す排煙機」などが該当します。
一般的には排煙機ではなく、窓を使用することが多く、煙を外部に排出する必要がある為、排煙窓の位置が重要です。 ハイエン カイホウ ハイエンキ ハイエンキ ケムリ ガイブ ハイシュツ ヒツヨウ タメ ハイエン マド イチ ジュウヨウ		変更あるが打診不要

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、すでに建築物が建っている敷地に新たに建物を建てることです。階段や塀などの床面積とは関係のない部分を増築した場合、建築基準法上の床面積が増加しなくても、建築確認申請が必要な場合があります。尚、助成上は主に建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることを指しております。 ケンチクキジュンホウジョウ ユカメンセキ ゾウカ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ ナオ ジョセイジョウ オモ サ		変更あるが打診不要

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。
用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		変更あるが打診不要

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は異なります。
用途変更とは、建物や賃貸スペースの全体の用途を変更することいい、例えば、住宅として使用していた建物を飲食店に変更するとか、事務所である賃貸スペースを保育園に変更する場合をいいます。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ヘンコウ ジムショ ホイクエン ヘンコウ バアイ		変更あるが打診不要

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図
（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、消防法施行令第1条の2第3項に定義され、「防火対象物（建物）に出入し、勤務し、又は居住する者の数」とされます。保育施設においては、児童、保育士、その他のスタッフを含む想定人数が収容人員に該当します。
防火対象物の用途ごとに収容人員の算定方法が定められ、その収容人員により防火管理の実施方法や設置が必要となる消防設備が変わります。 タテモノ ガイトウ ヒツヨウ		追加 ツイカ

		建築士・設計士
施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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		用語 ヨウゴ		解説 カイセツ		R５1128からの
変更内容

		部屋の用途 ヘヤ ヨウト		部屋の用途とは、部屋の使われ方を示したものです。例えば、保育室なら児童の保育に供する活動を行うための部屋、事務室ならスタッフが事務作業を行うための部屋、倉庫なら物品を保管するための部屋などです。部屋の用途を変える場合には、建築法令・基準に抵触する場合があるので注意が必要です。		変更あるが打診不要

		増築 ゾウチク		増築とは、すでに建築物が建っている敷地に新たに建物を建てることです。階段や塀などの床面積とは関係のない部分を増築した場合、建築基準法上の床面積が増加しなくても、建築確認申請が必要な場合があります。尚、助成上は主に建て増しや新たな建物を建築することにより保育施設の申請（床）面積が増えることを指しております。 ケンチクキジュンホウジョウ ユカメンセキ ゾウカ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ ナオ ジョセイジョウ オモ サ		変更あるが打診不要

		増床 ゾウショウ		増床とは、借りている部屋を増やすなど、増築をせずに保育施設の申請（床）面積が増えることです。
用途変更の建築確認申請が必要な場合があります。 ゾウショウ カ ヘヤ フ ゾウチク ホイク シセツ シンセイ ユカ メンセキ フ ヨウト ヘンコウ ケンチク カクニン シンセイ ヒツヨウ バアイ		変更あるが打診不要

		移転 イテン		移転とは、違う場所に保育施設を移すことです。 イテン チガ バショ ホイク シセツ ウツ

		用途変更 ヨウト ヘンコウ		部屋の用途を変えることと、用途変更は異なります。
用途変更とは、建物や賃貸スペースの全体の用途を変更することいい、例えば、住宅として使用していた建物を飲食店に変更するとか、事務所である賃貸スペースを保育園に変更する場合をいいます。 ヘヤ ヨウト カ ヨウト ヘンコウ ヨウト ヘンコウ タテモノ チンタイ タト ジュウタク シヨウ タテモノ インショクテン ヘンコウ ジムショ ホイクエン ヘンコウ バアイ		変更あるが打診不要

		着工		着工とは、工事を始めることを意味しています。つまり、「工事に着手すること」です。

		算定図
（有効面積算定図、申請面積算定図） ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ		審査で使用する算定図は主として有効面積算定図と申請面積算定図を指します。
有効面積算定図は「園児が実際に活動できる範囲」を算定する為の図面で、部屋の内法面積から部屋内に常時ある家具や柱などを除外した面積を記載したものです。
申請面積算定図は「保育施設として使用する屋内の範囲」を算定する為の図面で保育室以外の事務室やトイレ、廊下なども含まれ、その壁芯面積を記載したものです。なお、審査上「面積」「床面積」という表現は申請面積に該当するものになります。
以上の算定図には計算式（算定）も記載してください。 シンサ シヨウ サンテイズ シュ ユウコウメンセキ サンテイズ シンセイ メンセキ サンテイズ サ エンジ ジッサイ カツドウ ハンイ サンテイ タメ ズメン ヘヤ メンセキ キサイ シセツ シヨウ オクナイ ハンイ サンテイ タメ ズメン ホイクシツ イガイ ジムシツ ロウカ フク カベシン メンセキ キサイ シンサジョウ メンセキ ユカ メンセキ ヒョウゲン シンセイ メンセキ ガイトウ イジョウ サンテイ キサイ		変更あるが打診不要

		収容人員 シュウヨウ ジンイン		収容人員とは、消防法施行令第1条の2第3項に定義され、「防火対象物（建物）に出入し、勤務し、又は居住する者の数」とされます。保育施設においては、児童、保育士、その他のスタッフを含む想定人数が収容人員に該当します。
防火対象物の用途ごとに収容人員の算定方法が定められ、その収容人員により防火管理の実施方法や設置が必要となる消防設備が変わります。 タテモノ ガイトウ ヒツヨウ		追加 ツイカ

		建築士・設計士
施工者・施工業者 シャ ギョウシャ		建築士と設計士は同義と考えて問題ありません。
（設計士は、資格が無くても誰でも名乗れます。建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人）
「施工（せこう）」とは、計画された工事を実施すること。
施工業者とは、計画された工事を実施（実行）する工事業者です。
施工者と施工業者は同じ意味です。 ケンチクシ ドウギ カンガ モンダイ ナノ セコウ ギョウシャ ジッコウ コウジギョウシャ セコウシャ セコウギョウシャ オナ イミ
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